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健康や各種健診
についての
お知らせですHealthINFOR

MATION

妊娠がわかったら、早めに母子健康手帳の交付を
受けましょう。妊娠中の生活や制度などについて保
健師が説明します。
●とき　毎週水曜日の午前 10 時から 11 時 30 分ま

で。①必ず妊婦本人がお越しください②日時の都
合がつかない場合はご相談ください

●ところ　総合福祉センター保健棟
●必要なもの　妊娠届出書（ある人のみ）

母子健康手帳の交付

　12 月の乳幼児健診は次のとおりです。該当者に
は事前に通知をしています。ご確認ください。
●とき　健診の内容によって異なりますので詳細は

通知（案内）書をご確認ください
●ところ　総合福祉センター保健棟
●内容　身体測定・問診・小児科医診察・育児相談・

栄養相談など
区　分 期　日 対象児

４か月健診 12月10日㈭ 平成 27年 7月 16日から
平成 27年 8月 17日生まれ

７か月健診
12月24日㈭

平成 27年 5月 1日から
平成 27年 5月 28日生まれ

12か月健診 平成 26年 12月 01日から
平成 26年 12月 31日生まれ

１歳半健診
12月 3日㈭

平成 26年 5月 6日から
平成 26年 6月 3日生まれ

３歳児健診 平成 24年 11月 6日から
平成 24年 12月 3日生まれ

乳幼児相談 12月16日㈬ 平成 27年 9月 27日から
平成 27年 10月 17日生まれ

※乳幼児相談は、身体測定・育児相談・栄養相談を行います。
　申し込みは不要です。お気軽にお越しください。
●問い合わせ　総合福祉センターまで

乳幼児健診・相談

音楽サロンのご案内
町では、いつでも生き生きとした生活を送ってい

ただけるように、次のとおり「音楽教室」を開催し
ます。簡単な楽器の演奏や歌などは、心肺機能や運
動機能の強化につながります。費用はかかりません
ので、ぜひご参加ください。
●とき　12 月８日（火）、15 日（火）。時間はいず

れも午前 10 時から 11 時 30 分まで
●ところ　中央公民館（第１研修室）
●対象者　65 歳以上で介護保険の要介護認定を受

けていない人、要支援認定でサービスを受けてい
ない人

●内容　生演奏で合唱をしたり、音の鳴る“ミュー
ジックフープ”を使ったストレッチなど楽しく音
とふれあいます

●募集人員　30 人（定員になり次第締め切ります）
●申し込み・問い合わせ　総合福祉センターまで

総合健（検）診のお知らせ
特定健診、各種がん検診を次のとおり行います。

平成 27 年度最後の健診です。生活習慣病予防のた
めにも年に１度は必ず受診しましょう。

と　き ところ
１月 17日（日）、18日（月） 総合福祉センター
●受付時間　午前８時 30 分から 10 時 30 分まで
●申込方法　健（検）診希望日の２週間前までに電話

でお申し込みください。また、申込書が自宅に届
いている場合は、必要事項を記入して返送してく
ださい

●健（検）診内容　各種がん検診（胃がん・肺がん・
大腸がん・前立腺がん・子宮がん・乳がん・肝炎
ウイルス）、結核検診、特定健診、基本健診

●申し込み・問い合わせ　総合福祉センターまで

　冬は、ウイルスや細菌による感染症が流行する
季節です。今年も、インフルエンザやノロウイル
スなどの感染症が猛威を振るうと予測されます。
予防のために…
◉手洗い、うがいを徹底　ウイルスや細菌は多く

の場合、ウイルスなどに触れた手を介して、口・
鼻・目から体内に侵入し、感染してしまいます。
手洗いは 30 秒以上を目安に、指や手のひらの
しわの間、手首などもよく洗い、最後は流水で
きれいに洗い流しましょう。

◉体の抵抗力を高める　バランスの良い食事や適
度な運動、十分な睡眠を心がけることが大切です。

感染症を予防しましょう
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国民年金からの
お知らせです

  年金の
そこが知りたい
役場国保年金係☎42局2111番

●「後納制度」に関する問い合わせ
「国民年金保険料専用ダイヤル」☎０５７０－０１１－０５０まで
（０５０から始まる電話でかける場合は☎０３－６７３１－２０１５まで）
※問い合わせの際は、年金手帳や保険料の納付書など基礎年金番号が分かるものをご用意ください

●そのほか国民年金全般に関する問い合わせ
役場保険健康課国保年金係☎４２－２１１１（内線２０１）または
直方年金事務所☎２２－０８９１まで

「後納制度」を利用して
納め忘れた保険料を納付できます

国民年金保険料は納期限を２年過ぎると、時
効により納めることができませんが、平成 27
年 10 月から 30 年９月までの３年間に限り、「後
納制度」を利用して過去５年以内の未納保険料
を納めることができるようになっています。こ
の制度を利用し保険料を納付することにより、
将来受け取る年金額を増やしたり、年金受給資
格の確保につなげたりすることができます（既
に老齢基礎年金を受給している人は利用できま
せん）。

過去２年以内の未納分はこの制度を利用せず
に納付できますが、それ以前の保険料の納付を
希望する場合は「後納制度」の利用申し込みが
必要となり、後納保険料額は「当時の保険料＋
加算金」となります。

なお、1 か月分の後納保険料を納めること
により増額される老齢基礎年金額はおよそ 
1,625 円（年額）です。この機会にぜひご利用
ください。

国民年金保険料は
社会保険料控除の対象です

国民年金保険料は、社会保険料控除としてそ
の年の課税所得から控除され、税額が軽減され
ます。控除の対象となる保険料は、平成 27 年
１月から 12 月までに納付したもので、過去の
保険料や追納（免除や納付猶予の承認を受けた
期間の納付）した保険料も含まれます。また、
ご自身の保険料だけではなく、配偶者など家族
の保険料を支払っている場合は、その保険料も

合わせて控除が受けられます。
控除を受けるためには、年末調整や確定申告

を行うときに領収書や「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」の添付が必要となります。
平成 27 年中に納付した保険料の控除証明書は
11 月上旬に日本年金機構から送られています。

（10 月以降に今年初めて納付された方には翌年
2 月上旬に送付されます。）

13−2015.12


